
青年部１月部会のテーマは法テラスのお仕事！ 

２０１４年、民事事件について学習会を行い大好評だった「法テラスのお仕事」。今回は刑事事件につい

てお話いただきます。 

国選弁護人ってどうやって選任されているの？法テラスと弁護士会の贖罪寄付ってどう違うの？ 

 疑問がいっぱいの刑事事件と法テラスの関わりについて、法テラスで働く現役職員の方にお話しいただ

きます。貴重な機会ですのでどうぞみなさま、奮ってご参加ください♪ 

 

法テラスのお仕事 

刑事編 

法会労青年部１月部会 

♪日時：１月２８日（木） １８:３０～ 
 

♪場所：全国教育文化会館 

エデュカス東京 
              

♪参加費：無料               

 

♪講師：杉本
すぎもと

 直子
な お こ

さん 

（法テラス東京勤務） 

２０１４年、弁護士会から法テラスに出向さ

れ、国選弁護関連の業務をご担当されている

現役職員さんです！ 

連絡先 法律会計特許一般労働組合  

青年部 部長 森田沙緒里（日比谷シティ法律事務所 03-3580-5460） 

☆青年部のブログ http://blogs/yahoo.co.jp/seinenbu_hkr 

☆メールはこちら Seinenbu_hkr@yahoo.co.jp 

 

― 参 加 申 込 書 ―   日比谷シティ法律事務所 森田宛（FAX 03-3580-5465） 

お名前                 

お勤め先                   ご連絡先               か

 

法会労青年部１月部会 
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